
目

次

告

示

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
事
業
の
認
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
一

○
公
共
測
量
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（
病

院

局

総

務

課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
九
百
九
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
三
二
〇
の
一

上
野

安
広

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
泊
字
焼
山
五
二
四
の
八

田
中

富
治

泊
区
域
泊
漁
業
協
同
組

合
の
地
区

総
ト
ン
数
十
ト
ン

以
上
二
十
ト
ン
未

満
の
漁
船
に
よ
り

行
う
い
か
つ
り
漁

業

青
森
県
告
示
第
九
百
十
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規

定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

起
業
者
の
名
称

十
和
田
市

二

事
業
の
種
類

（
仮
称
）
公
共
交
通
拠
点
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

青
森
県
十
和
田
市
稲
生
町
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
以
下
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件

申
請
に
係
る
事
業
は
、
青
森
県
十
和
田
市
稲
生
町
地
内
に
「
（
仮
称
）
公
共
交
通
拠
点
」
を

整
備
す
る
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ

る
「
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
」
に
該
当
す
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件

青
森
県
報
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第
二
百
五
十
一
号

令
和
二
年

十
二
月
二
十
五
日

（
金
曜
日
）



起
業
者
は
、
本
件
事
業
に
必
要
な
予
算
が
、
市
議
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
て
お
り
、
本
件
事

業
を
施
行
す
る
た
め
の
予
算
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
起
業
者
は
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件

㈠

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

十
和
田
市
は
、
十
和
田
湖
や
奥
入
瀬
渓
流
、
八
甲
田
山
系
を
含
む
市
域
面
積
の
約
三
分
の

一
が
十
和
田
八
幡
平
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
十
和
田
湖
と
奥
入
瀬
渓
流
を
観
光
拠

点
と
し
て
、
県
内
外
か
ら
多
く
の
来
訪
者
が
訪
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
市
は
上
十
三
・
十
和
田
湖
広
域
定
住
自
立
圏
の
中
心
市
で
あ
り
、
通
勤
・
通
学

や
通
院
、
買
い
物
な
ど
の
様
々
な
目
的
で
、
周
辺
市
町
村
か
ら
も
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い

る
。同

市
に
お
け
る
地
域
公
共
交
通
（
以
下
「
地
域
交
通
」
と
い
う
。
）
は
、
民
間
交
通
事
業

者
が
運
行
す
る
路
線
バ
ス
を
中
心
に
し
て
、
市
が
運
行
す
る
予
約
制
乗
合
タ
ク
シ
ー
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
が
運
行
す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
（
公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
）
な
ど
が
あ
り
、
市

民
や
来
訪
者
の
移
動
手
段
を
担
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
自
動
車
依
存
の
加
速
に
よ
り
、
地

域
交
通
の
利
用
者
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
、
今
後
も
減
少
が
続
い
た
場
合
、
交
通
事
業
者

は
従
来
の
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
地
域
交
通
の
利
便
性
が
低
下

し
、
更
な
る
利
用
者
の
減
少
を
招
く
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
陥
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

加
え
て
、
平
成
二
十
四
年
に
十
和
田
市
駅
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
市
に
お
け
る

地
域
交
通
の
「
核
」
が
失
わ
れ
、
交
通
結
節
点
が
不
明
確
と
な
っ
て
い
る
。

今
後
、
高
齢
化
が
進
展
し
て
い
く
中
で
地
域
生
活
の
維
持
や
周
辺
市
町
村
と
の
連
携
な

ど
、
地
域
交
通
の
果
た
す
役
割
は
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
り
、
地
域
交
通
の
利
便
性
の
確

保
・
維
持
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
な
た
め
、
地
域
交
通
の
「
核
」
と
な
る
も
の
が
必

要
で
あ
り
、
更
に
観
光
振
興
や
中
心
市
街
地
の
活
性
化
、
都
市
機
能
の
集
約
化
な
ど
、
ま
ち

づ
く
り
と
の
整
合
を
図
り
つ
つ
、
地
域
交
通
網
を
形
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

本
件
事
業
の
完
成
に
よ
り
、
同
市
に
お
け
る
地
域
交
通
の
新
た
な
「
核
」
と
な
り
、
公
共

交
通
の
利
便
性
向
上
に
よ
り
利
用
促
進
に
繋
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
持
続
可
能
な
地
域
交
通

体
系
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と
認

め
ら
れ
る
。

㈡

失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
青
森
県
環
境
影

響
評
価
条
例
（
平
成
十
一
年
青
森
県
条
例
第
五
十
六
号
）
に
よ
り
、
環
境
影
響
評
価
が
義
務

付
け
ら
れ
た
事
業
に
は
該
当
し
な
い
が
、
低
騒
音
型
・
排
出
ガ
ス
対
策
型
重
機
を
使
用
し
、

周
辺
の
生
活
環
境
等
に
配
慮
し
な
が
ら
施
工
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
本
件
事
業
地
内
に
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）

及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第

七
十
五
号
）
に
よ
り
、
保
護
の
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
べ
き
文
化
財
及
び
動
植
物
は
見
受

け
ら
れ
な
い
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢

起
業
地
選
定
の
合
理
性

起
業
者
は
、
起
業
地
を
選
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
三
箇
所
の
候
補
地
を
挙
げ
て
い
る
。
三

案
を
比
較
す
る
と
、
申
請
案
は
十
和
田
市
現
代
美
術
館
に
最
も
近
い
う
え
、
隣
接
地
が
令
和

三
年
度
完
成
予
定
の
高
次
・
複
合
都
市
施
設
の
整
備
予
定
地
と
な
っ
て
お
り
、
当
該
施
設
と

の
一
体
利
用
が
可
能
で
あ
り
、
利
便
性
に
優
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
性
で
は
、
支
障
物
件

が
少
な
く
、
用
地
補
償
費
が
抑
え
ら
れ
、
総
事
業
費
が
最
も
低
額
と
な
る
。
三
案
を
総
合
的

に
勘
案
し
た
結
果
、
申
請
案
が
利
便
性
及
び
経
済
性
で
最
も
優
れ
て
お
り
、
合
理
的
な
起
業

地
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益

を
比
較
衡
量
す
る
と
、
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ

る
。よ

っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
判
断
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件

３
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
地
域
交
通
の
利
用
者
は
減
少
傾
向
に
あ
る
う
え
、
同
市
の
交
通
結

節
点
も
不
明
確
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
交
通
拠
点
を
整
備
し
、
地
域
交
通
網
の
形

成
を
図
る
必
要
が
あ
り
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
同
市
で
は
平
成
三
十
年
に
「
十
和
田
市
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
」
を
策
定
し
、

そ
の
具
体
の
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
「
中
心
市
街
地
に
お
け
る
交
通
拠
点
の

設
定
」
で
あ
り
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
り
、
ま

た
、
一
時
的
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
存
し
な
い
た
め
、
使
用
の
手
段
に
は
な
じ
ま
な
い
こ
と
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か
ら
、
収
用
の
手
段
を
講
じ
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

十
和
田
市
役
所
商
工
観
光
課

青
森
県
告
示
第
九
百
十
一
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

八
戸
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
作
業
）

三

測
量
の
期
間

令
和
三
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

八
戸
市
小
中
野
八
丁
目
地
内

三
級
基
準
点
一
点

青
森
県
告
示
第
九
百
十
二
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
二
年
一
月
二
十
三
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

八
戸
市
多
賀
台
三
丁
目
七
の
九

有
限
会
社
や
ま
も
と
商
店

二

売
り
さ
ば
き
場
所

八
戸
市
多
賀
台
三
丁
目
七
の
九

青
森
県
告
示
第
九
百
十
三
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
二
年
十
一
月
十
八
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関
字
西
田
四
三
の
四

三
橋

鐵
代

二

売
り
さ
ば
き
場
所

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
夕
顔
関
字
西
田
四
三
の
四

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
一
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一

（ ）3 青 森 県 報 第251号令和２年12月25日 金曜日



部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
中
「
病
院
」
の
下
に
「
そ
の
他
病
院
長
が
必
要
と
認
め
る
場
所
」
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
及
び
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（ ）4青 森 県 報 第251号令和２年12月25日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


